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研究要旨： 

 災害直後から被災者の二次健康被害の最小化に向け、早期から必要なサービス等を提供

することが求められる中、昨年度は避難所の情報把握方法のひとつとして早期に避難所ア

セスメントを行うため、避難所日報の様式及び記載要領を作成した。今年度は、在宅等避

難者の情報把握及び支援方法について検討を行うため、特に災害時早期に避難支援が必要

である災害時要配慮者（避難行動要配支援者）に対する平時の準備体制や発災時対応の実

際とその課題等について４自治体に聞き取りし検討を行った。各自治体における避難行動

要支援者の支援体制づくりは進んでいる一方で、担当する部署間の庁内の情報の共有化、

地域支援者の具体的対応や現有体制内での役割分担の明確化、人工呼吸器装着者等の在宅

医療ケアが必要な者への具体的対応の明確化、個別支援計画の推進、早期かつ効果的に支

援を行うための情報や物資等の提供及び集約の拠点づくり等の課題が出された。 

 
Ａ．研究目的 

 災害時、被災者は避難所に避難する一方で、

急激な豪雨水害等により避難所に行けない者、

新型コロナウイルス感染症拡大による避難所

に行かないと選択する者、プライバシー確保

のため車中泊を行う者など、避難所に避難せ

ず在宅等に避難する者が増加している。避難

所は 1 ヶ所集団で情報集約や支援をしやすい

が、在宅等避難者は地域に点々としており、

居場所の確認も含め、情報収集及び必要な支

援をスムーズに行うことが難しい現状もある。

また、在宅等避難者の必要な支援を行うため、

ある時期には保健師を中心とした支援者によ

る健康調査が実施されることが多いが、災害

直後は保健師支援チーム等、外部からの応援

がなく人員が不足したり、また昨今は NPO や

福祉チームなども早期に応援に入り、在宅者

への調査や訪問等の活動も実施されていると

ころである。 

そのため、在宅等避難者に早期かつ効果的

に必要な支援ができるよう、特に災害時早期

に避難支援が必要である災害時要配慮者（避

難行動要配慮者）の情報把握及び支援方法に

ついて検討し、課題を検討した。 

 

Ｂ．研究方法 

災害時避難行動要支援者（在宅人工呼吸器

装着者を含む）の避難支援について、各自治

体における平時の準備体制や発災時の実際と

その課題について、４自治体に聞き取り調査

を行った。項目は資料１のとおり。 

その聞き取り調査をもとに、現状と課題を

検討した。                                                   

※「避難行動要支援者」とは、災害時要配慮

者のうち、災害が発生し又は災害が発生する
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おそれがある場合に自ら避難することが困難

な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確

保を図るため特に支援を要するもの。（災害

対策基本法第 49 条） 

 

Ｃ．研究結果 

聞き取り調査結果の概要については資料１

のとおりまとめた。 

１ 各自治体における現状について 

（１）平時の準備 

・災害時要配慮者及び避難行動要支援者の統

括管轄部署は、高齢者を管轄する部署となっ

ており、名簿の情報管理（更新、対象の把握）

は各担当課が行っている。 

・災害時要配慮者の要件は、高齢者、障害者

など自治体によってほとんど差はないが、具

体的な要件は異なっている。 

・避難行動要支援者の要件は、災害時要配慮

者をベースにしながら、本人家族、民生委員

等などからの申し出により各自治体が必要と

認めた者も追加されている。また、避難行動

要支援者名簿の作成は、各自治体で行ってお

り、地域関係者（自治会長、民生委員など）

への情報提供に同意を得た者、手上げ方式で

希望した者については名簿登録し台帳作成し

ている。 

自治会長、民生・児童委員、消防団、防災

福祉コミュニティ、ふれあいのまちづくり協

議会等、地域の役員や団体等であるが、提供

する台帳は、一律に提供する自治体、要援護

者支援の取組を行う意向がある地域団体に提

供する自治体がある。 

・台帳を提供された地域関係者の役割は、平

時からの声かけ、防災訓練への参加への働き

かけ、訪問による安否確認・避難方法の確認

などである。 

・避難行動要支援者の個別支援計画は、対象

者全員の作成までに至っていない現状がある。

また、計画の作成者は民生委員、自治会等で

あり、計画の内容は緊急連絡先、避難誘導時

の留意事項、避難時に携行する医薬品等、自

治体によって内容は様々であり、自主防災組

織、民生委員などで共有している。また、人

工呼吸器装着している在宅難病患者など医療

支援が必要な方については、政令市保健所保

健師が計画を作成し、電源確保、緊急受入れ

医療機関、連絡先、具体的な避難方法等、詳

細な計画を作成し、支援関係機関で共有して

いる。保健所をもたない市町村においては、

個別支援計画を作成していない。 

・医療機器装着者等の要医療ケアが必要な者

については、避難行動要支援者の要件として

明記がなく、その把握は、身体障害者手帳所

持者による把握（特記事項等に記載）、介護

支援専門員等からの難病患者や人工呼吸器装

着者としての把握など市町村により様々であ

る。 

・その他、災害時支援が必要な者として、在

宅酸素利用者、寝たきり者のうち電動エアマ

ットを利用している者等がある。 

（２）避難勧告時の対応 

・避難勧告時の対応は、自治体からの指示に

より避難行動要支援者名簿台帳を提供してい

る関係者（自治会長、民生・児童委員、消防

団、防災福祉コミュニティ等）が、見守りや

避難誘導を行っている。その他、ケアマネー

ジャーや地域包括支援センターが、民生委員

や自治会長と連携し、対象者の見守り指示、

避難誘導する自治体もある。 

・避難行動要支援者を見守りや避難誘導等す

る際に、確認する事項の部署間共有情報シー

トは作成していない。  

・人工呼吸器装着している等在宅難病患者に

ついては、保健所が難病患者支援の一環とし

て電話等による連絡による状況確認等を行っ

ている。その際の市町村との共有の有無は

様々である。 

（３）発災時の動き 

・発災直後の安否確認、健康ニーズの把握に

ついては、在宅高齢者や障害者等は民生・児

童委員等が行い、在宅人工呼吸器装着者は保

健師が行う。 
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・避難支援が必要な場合は、福祉避難所への

トリアージは保健師を含む職員が行い、要医

療者対応は保健師が行う。 

・安否確認や健康ニーズ把握等の情報共有シ

ートはない、又は作成中であった。 

（４）課題等について 

・在宅避難者の安否確認や健康ニーズを把握

するためには、特に初動時は人員が必要であ

り、地域関係者も含めた庁内外支援者の確保

とともに、必要な情報収集項目及び対応策の

平準化が必要である。 

・早期に対応しなければならないニーズにつ

いては、命の危険性のある在宅人口呼吸器装

着者、服薬の必要な者、通常支援が受けられ

ないことによる虐待の危険性が高くなる者な

どであった。 

・情報収集の方法としては、専門職や地域包

括支援センターや介護支援専門員、民生委員

等からの連絡、報告がスムーズに行われるネ

ットワーク体制が必要である。 

 

Ｄ．考察 

 平成 25 年災害対策基本法の一部改正にお

いて、避難行動要支援者名簿の作成や活用に

関する規定が新たに追加された。これを受け、

「避難行動要支援者の避難行動支援に関する

取組指針」が策定され、各自治体では災害時

要配慮者への支援について、高齢者を管轄す

る部署を中心に具体的に進められているとこ

ろである。４自治体の聞き取りをもとに、在

宅等避難者、特に避難行動要支援者の災害時

支援体制について検討しまとめた。（資料２

のとおり）様々な背景をもち支援が必要な被

災者ついては、災害直後から自治体内外の多

くの関係機関・関係者が関わり、避難誘導・

支援、安否確認、在宅生活のニーズ把握、健

康ニーズ把握、在宅等サービス調整等様々な

支援が行われている。在宅等避難者の安否確

認及び健康ニーズ把握を早期に行うためには、

情報収集・集約を効果的に進めていく必要が

あり、自治体内の連携、地域支援者間の連携、

自治体内外との連携等、多角的連携による人

員体制及び支援体制が必要であり、様々な課

題が考えられた。 

（１）人員体制の強化 

発災直後からの安否確認や健康ニーズの把

握は、平時から避難行動要支援者台帳の提供

がある自治会長や民生・児童委員など地域関

係者をはじめ、地域包括支援センターや介護

居宅支援事業所（ケアマネージャー）等が担

当する対象者に対して行っている。また、在

宅人工呼吸器装着者については、保健所、市

町村、訪問看護ステーション、医療機器メー

カー等が行っており、行政をはじめ、地域関

係者や在宅生活を支援者等様々な関係機関が

行っている現状がある。保健師チーム等の専

門職による保健医療活動チームは、年々迅速

に派遣されてきているものの、災害規模にも

よるが、災害直後からの多くの応援は望めな

い場合も多く、直後は地元地域の支援者によ

る活動ができるよう人員体制づくりが必要で

ある。しかしながら、その関係機関も被災者

自身である可能性も高いこと、避難所という

集団に対応することに比べ広範囲に分散して

いること等から、より多くの人員の確保が必

要である。そのため、行政、民生委員、地域

関係団体の他、地域住民や NPO 法人、ボラン

ティア等、できる限り早期に人海戦術で対応

できる多くの人員を確保する必要があり、平

時から協働できる地域の関係団体を把握し、

協力体制の構築が必要である。 

（２）関係機関間の情報の共有化 

避難行動要支援者の安否確認や避難支援、

健康ニーズの把握等は、様々な分野の関係機

関や自治会長、民生委員、自主防災組織等が

高齢者や障害者、医療ケアを必要とする者な

ど、それぞれ担当する対象者に対し行ってい

るが、その際に必要な支援につなぐための確

認事項等の情報は明確になっていないようで

ある。またそれぞれが把握している情報は、

所管する部署が把握し災害対策本部に報告、

共有されるが、各自治会内等で支援する者は
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管轄する部署に報告するが、地域内での支援

者間の情報の共有がされていないと思われた。

そのため、自治体内、自治体と地域の関係機

関・団体、民間等と、避難行動要支援者に対

する各々の対応、把握する必要な情報の明確

化、その共有化が必要である。 

（３）早期に健康ニーズ等情報収集・共有化

するための支援拠点づくりと情報を提供する

方法の検討 

避難所における情報把握・集約は、随時行

うことができ、災害対策本部に一括集約され、

適宜必要な支援が受けやすいが、在宅等避難

者の安否確認や情報把握は、様々な支援者が

行い、時間も要してしまい、タイムリーな支

援につながらない場合も考えられる。そのた

め、安否確認や避難所への誘導は、自治会長

や民生委員、自主防災組織等が行政区等のま

とまった単位内で行われている現状もあり、

各地区での支援拠点を設置し、情報収集、情

報共有を行い、迅速な支援につなげる必要が

ある。単位としては、自治会単位なのか、地

域包括支援センター単位なのか、小学校単位

なのかは今後の検討課題ではあるが、情報や

物資等が集約されている基幹避難所や避難所

も含めた拠点づくりを検討していく。 

また、自主防災組織は、町内会単位を基準

に結成されているところが多く、結成率や活

動状況は自治体により様々であるが、平時の

防災訓練、災害時の避難行動要支援者対策、

避難所運営に取り組むことが期待されている

ところである。平時から地域支援者との連携

を図り、避難行動要支援者を含めた防災訓練、

避難訓練を地域住民と行うことを期待したい。

今後拠点づくりを検討していく上で、自主防

災組織との連携も踏まえていく。 

行政が必要な情報を収集する一方で、在宅

等避難者は孤立しやすく、避難生活の中で情

報が入りにくい状況がある。在宅等避難者が

安心・安全に避難生活を続けるためにも、被

災状況や生活のインフラをはじめ、医療や保

健、生活支援に必要な情報や相談窓口等の情

報を早くから得られることが必要であり、そ

の情報を提供する SNS 等の方法を検討してい

く必要がある。また情報と併せて物資につい

ても、支援拠点ごとに集約し提供できるよう

にしておくことで早期対応につながると思わ

れる。 

（４）人工呼吸器装着者等の在宅医療ケアが

必要な者への具体的対応の明確化 

難病患者の在宅人工呼吸器装着者について

は、保健所が中心となり、その把握、災害時

個別支援計画の作成を行っているが、その他

在宅医療ケアが必要な者については、自治体

によっては避難行動要支援者の要件として特

記しているところもみられるが、要件として

明確になっておらず、身体障害者手帳保持者

としての把握となっている傾向が強いと思わ

れた。そのため、民生委員や自治会長等が安

否確認を行っている地域が、具体的な支援に

ついては共有されていないと思われた。 

また、難病患者在宅人工呼吸器装着者につ

いても、電源確保や医療機関受け入れなどの

具体的な個別支援計画は作成されているが、

保健所と市町村、防災部局等との連携はどこ

までされているかは不明である。 

災害時最も早期に迅速に対応が必要な者は、

命の危険性がある要医療者であるため、その

避難行動要支援者としての対象者のリスト化、

関係機関の共有、個別支援計画の作成と地域

住民も含めた共有化が望まれる。 

（５）個別支援計画作成の推進 

 避難行動要支援者の個別支援計画の作成に

ついては、法的に位置付けられているもので

はなく、避難行動要支援者の避難行動支援に

関する取組指針において、「市町村が個別に

避難行動要支援者と具体的な打合せを行いな

がら、個別計画を策定することが望まれる」

とされている。約４割弱の市区町村では未作

成という現状である。（令和元年６月１日現

在、消防庁調べ）実際の個別支援計画の項目

についても自治体によって様々であり、作成

対象者が多い中、一律な項目ではなく、介護
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保険認定者や高齢者、障害者、要医療ケア者

等、対象者によって最低限必要な項目とした

計画とすることが作成の推進につながると思

われる。 

（６）早期に対応しなければならないニーズ

を持つ対象の明確化と具体的支援 

 避難行動要支援者の中でも、特に命の危険

に関わる医療的ケアが必要な者（人工呼吸器、

在宅酸素、透析、ストーマ、特別な薬が必要

な者など）は、早期に対応する必要があるが、

その他、各地域において迅速な対応が求めら

れる対象者については、ケアマネージャーや

訪問看護ステーション、地域包括支援センタ

ー等が関っている者、また自治体保健師等が

把握している者等からリスト化し、早期に対

応する必要がある。 

（５）在宅避難者自身からの情報発信 

災害発生時初期は、公助には限界がありタ

イムリーな情報把握ができない場合も想定さ

れるため、基本は自助であることを前提とし、

本人から情報発信することができる SNS 等の

活用の検討も必要である。 

 

Ｅ．結論 

 在宅等避難者の早期かつ効果的に支援を行

うためには、避難行動要支援者に対する支援

者間の顔の見える関係づくりによる具体的な

支援ネットワークを構築していく。そのため

には、自治体内における総務・防災部署と医

療保健福祉部署の連携のもと、①地域支援者

となりうる関係者の把握と関係づくり、②安

否確認、健康ニーズ等の必要な情報項目の共

有化、③情報収集・提供、物資提供等の支援

拠点づくりと情報提供方法の検討、④人工呼

吸器装着者等の在宅医療ケアが必要な者のリ

スト化と具体的な個別支援計画の作成、⑤在

宅避難者自身からの情報発信等があげられた。 

 

Ｆ．研究発表  

１．論文発表 
 特になし 
 
２．学会発表 
 特になし 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 

２．実用新案登録 
特になし 

３．その他 
特になし
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避難行動要支援者避難支援個別計画 

令和○○年○月○○日作成 

ふりがな  けせんぬま たろう 
性 別 男 ・ 女 

氏  名 気仙沼 太郎 

生年月日 明治・大正・昭和・平成 年  月  日 年 齢 ８８ 歳 

住  所 気仙沼市 八日町一丁目１番１号 行政区  八日町１区 

連絡先（自宅等） ０２２６（２２）○○○○ ＦＡＸ番号 ０２２６（２２）○○○○

携帯電話番号 ０９０－○○○○－○○○○ メールアドレス なし 

緊急時の 

連絡先① 

ふりがな けせんぬま じろう 要支援者との関係 

氏  名 気仙沼 次郎   次男 

住 所 東京都○○○○

連 絡 先 
電話番号：090-○○○○-○○○○ FAX：030-○○○○-○○○○

メールアドレス：kesennuma＠××××

緊急時の 

連絡先② 

ふりがな けせんぬま さちこ 要支援者との関係 

氏  名 気仙沼 幸子   長女 

住 所 気仙沼市唐桑町○○○○

連 絡 先 
電話番号：090-△△△△-△△△△ ＦＡＸ：３２－△△△△

メールアドレス： kesennuma＠××××

かかりつけ医 病 院 名 気仙沼市立病院 電話番号 ２２－７１００ 

緊急通報システム １ 有  ２ 無 救急医療情報キット １ 有  ２ 無 

避難時に配慮し

なくてはならな

い事項 

（あてはまるものすべてに☑） 

☑立つことや歩行ができない ☑音が聞こえない（聞き取りにくい）

□物が見えない（見えにくい） □言葉や文字の理解がむずかしい

□危険なことを判断できない □顔を見ても知人や家族とわからない

□その他

要介護度 3で，１人では歩行が困難，避難時は車いすの手助けが必要です。 

家族構成及び 

同居状況等 

妻 気仙沼 花子 83歳 
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玄関 
普段いる部屋 

※1 避難準備情報とは市が住民に対して避難準備を呼び掛けるとともに，高齢者や障害者などの避難行動要支援 

者に対して早目の段階で避難行動の開始を求めるものです。 

 

避難

支援

者① 

 
ふりがな 

 
からくわ いちろう 

要支援者 

との関係 

避難

支援

者② 

 
ふりがな 

 
もとよし じろう 

 
要支援者 

との関係 

 
氏名 

 
唐桑 一郎 

 
近所 

 

氏名 
 

本吉 次郎 近所 
 

住所 

 
 気仙沼市八日町一丁目１－○ 住所 

 
 気仙沼市八日町一丁目１－△ 

 
連絡先 

 
電話：２２－○○○○ 

ＦＡＸ：２２－○○○○ 

メールアドレス： karakuwa＠××××       

連絡先 

電話：２２－△△△△ 

ＦＡＸ：２２－△△△△ 

メールアドレス： motoyosi＠×××× 

 

避難

支援

者③ 

 
ふりがな 

 
おおしま はなこ 

要支援者 

との関係 

避難

支援

者④ 

 
ふりがな 

 
はしかみ さぶろう 

 
要支援者 

との関係 

 

氏名 
 

大島 花子 
 

近所 
 

氏名 
 

階上 三郎 
 

自治会役員 

 

住所 

 
 気仙沼市八日町一丁目１－□ 

 
住所 

 
気仙沼市八日町一丁目１－× 

 

連絡先 

 
電話： 090-□□□□-□□□□ 

ＦＡＸ：２２-□□□□ 

メールアドレス：ooshima＠×××× 

 

連絡先 

 

電話：２２－×××× 

ＦＡＸ：２２－×××× 

メールアドレス：hashikami＠×××× 

【特記事項】 

◎普段いる部

屋、寝室の位置 

◎不在時の目

印、避難済みな

どの目印 

◎避難準備情

報※1 等の入手

方法 

 

寝室 

 

 

  

              

  居 間 
      

 

避難場所等情報 ※位置・経路・移動するまでの注意すべき事項など 
 

緊急避難場所等 気仙沼市役所 指定避難所 気仙沼市役所 

 

外出はしない，普段は１階で生活している。避難準備情報は防災無線， 

エリアメール，災害エフエムで確認する。 
家具 

不在表示 
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様式第１号 

糸魚川市避難行動要支援者登録申請書（兼個別支援計画書）

住

所 

・ 

氏

名

等 

住 所 行政区 班・組 世帯主氏名 自宅電話 

糸魚川市 

災害時要援護者 性別 生年月日 世帯状況、身体状況等 

世帯主との続柄（   ） 

男・女 

明 

大   年 月  日 

昭 

平 

（該当するものに○をつけてください。） 

①世帯状況（ ・独居  ・高齢世帯  ・その他 ） 

②要介護認定（ ・有    ・無  ） 

③障害者手帳等の保持（ ・有    ・無  ） 

緊

急

連

絡

先 

家族等の連絡先氏名 続柄 住所 自宅電話 勤務先等 勤務先等電話 勤務先等

１． 

２． 

３． 

医

療 
かかりつけの医療機関（ ） 受診科目（ ） 

支

援

内

容 

緊急避難の時、何を手伝ってほしいですか。（該当番号に○をつけてください。） 

１．視覚、聴覚等の理由で災害情報の把握が困難のため、情報伝達と安否確認のみお願いしたい。 

２．自力歩行や行動が困難のため避難の手助けをお願いしたい。 

３．その他（希望を空欄にご記入ください。） 

避

難

支

援

者 

あなたの周辺に避難を支援してくれる方がいますか。（ いる いない ） 

いる場合はどなたですか 

住所 氏名   住所  氏名 

住所 氏名   住所  氏名 

特

記

事

項 

担当民生委員児童委員 電 話 

避難先 

避難方法 避難支援に必要な人数（ 人）  用具等（ ） 

 その他 

糸魚川市長 様 

私は、災害時要援護者名簿登録制度の趣旨に賛同し、登録することを希望します。また、私が届け出た上記個

人情報が市の関係部署や警察署、民生委員児童委員、自治会・自主防災組織、介護等サービス提供事業者など避

難支援する方に提供されることを承諾します。 

令和 年 月   日 

申請者氏名 ㊞ 
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